
１ 事業者 

事 業 者 名 めぐみの農業協同組合 

所 在 地 岐阜県関市若草通 1-1 

代 表 者 氏 名 代表理事組合長  渡邉 健彦 

電 話 番 号 （０５７５）２３-５１５１ 

 

２ 事業所の概要 

事 業 所 名 ＪＡめぐみの介護サービス郡上営業所 

所 在 地 岐阜県郡上市八幡町小野 4丁目 6-18 

管 理 者 氏 名 此島 かおり 

介 護 保 険 事 業 所 番 号 ２１７１０００７９３ 号 

電 話 番 号 

 

（0575 ）65-4162  【24 時間対応  080-8264-8109        

080-8264-8108、080-8263-3234】 

通 常 の 事 業 提 供 地 域 郡上市 

 

３ 事業所の職員体制 

職 種 職務の内容       人  員 

管 理 者 
運営・管理業務 

居宅介護支援業務 
 1名 （常勤） 

介 護 支 援 専 門 員 居宅介護支援業務  2名 （常勤） 

 

４ 営業日及び営業時間 

営 業 日 営 業 時 間 

月曜日から金曜日 

（土曜・日曜・祝際日及び 12/31～翌 1/3除く） 
午前 9時から午後 5時 

【営業日、営業時間以外は携帯電話による相談対応を 24時間体制で致します】 

 

５ 運営規定の概要 

 ①事業の目的 

  事業者が行う居宅介護支援事業の適正な運営を確保するため人員及び管理運営に関する事項を定

め、事業所の介護支援専門員が、適切な居宅介護支援及び受託した介護予防支援業務を提供するこ

とにより、要介護状態にある高齢者及び家族等が安心して日常生活が営まれることを目的とします。 

②運営方針 

１） 事業所は、利用者が要介護状態等となった場合においても可能な限りその居宅においてその有

する能力に応じ、自立した生活を営むことができるように、利用者の選択に基づき居宅サービスが

総合的かつ効果的に提供されるよう援助を行います。 

２）事業所は、利用者の心身の状況、そのおかれている環境等に応じ、利用者の選択等に基づいて、

適切な保健医療サービス及び福祉サービス、施設等の多様なサービスと事業所の連携を図り、総



合的かつ効率的に居宅サービス計画を提供されるよう配慮します。 

３）事業所は、利用者の意思及び人権を尊重し、常に利用者の立場に立って利用者に提供される居

宅サービス等が特定の種類又は特定のサービス事業所に不当に偏ることなく、公平中立な居宅

介護支援を行います。居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ利用者に対して説明と必

要に応じ、協力を依頼します。 

   ・利用者は複数の居宅サービス事業所等の紹介を求めることができること。 

   ・利用者は居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求めるこ

とができること。 

   ・入院時に担当介護支援専門員の氏名等を入院先医療機関に提供するよう協力を依頼すること。 

  ４）事業所は、利用者が医療サービスの利用を希望している場合には、利用者の同意を得て主治の

医師等の意見を求め居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を主治の医師

等に交付します。 

  ５）事業所は、特段の事情がない限り、少なくとも月に 1 回のモニタリングを実施し、その結果を記

録します。 

６）事業所は、障害福祉サービスを利用してきた利用者が介護保険を利用されるに際し、障害福祉

制度の相談支援専門員との連携を図ります。 

７）事業所は、利用者の人権の擁護・虐待防止のため、研修の実施、利用者及びその家族からの苦

情処理体制の整備、虐待防止のために必要な措置としてサービス提供中に虐待と思われる利

用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報します。 

 

６ サービスの利用料金 

  要介護認定を受けられた方は、介護保険制度から給付されますので自己負担がありません。 

  但し、保険料の滞納等により事業者が介護保険制度からサービス料金に相当する給付を受領するこ

とができない場合は、下記のサービス料金をいただきます。 

  その場合は、当事業所が発行する証明書をもって、市町村の窓口に提出いただきますと厚生労働大

臣が定める基準により算出した居宅介護並びに居宅介護支援サービス計画費の額の差し戻しを受け

られます。 

 

 

名   称 内     容 金   額 

居宅介護支援（Ⅰ） 

（ⅰ）取り扱い件数 45未満、又は45以上である場

合において 45未満の部分 

要介護１・２     10,860円/月 

要介護３・４・５   14,110円/月 

（ⅱ）取り扱い件数45以上ある場合において45以

上 60未満の部分 

要介護１・２     5，440 円/月 

要介護３・４・５   7,040 円/月 

（ⅲ）取り扱い件数 45以上である場合において 60

以上の部分 

要介護１・２      3,260円/月 

要介護３・４・５    4,220円/月 

（ⅰ）取り扱い件数 50未満、又は50以上である場

合において 50未満の部分 

要介護１・２     10,860円/月 

要介護３・４・５   14,110円/月 



居宅介護支援（Ⅱ） 

（ⅱ）取り扱い件数50以上ある場合において50以

上 60未満の部分 

要介護１・２      5,270円/月  

要介護３・４・５    6,830円/月 

（ⅲ）取り扱い件数 50以上である場合において 60

以上の部分 

要介護１・２       3,160円/月 

要介護３・４・５    4,100円/月 

初回加算 ・新規に居宅サービス計画を作成する場合 

・要介護状態区分が 2区分以上変更になった場合 

3，000円/回 

特定事業所加算（Ⅰ） 

①～⑬ 

 

 

特定事業所加算（Ⅱ） 

①は 1名以上②～④ 

及び⑥～⑬ 

 

特定事業所加算（Ⅲ） 

①1名以上②2名以上 

③④及び⑥～⑬ 

 

 

特定事業所加算（Ａ） 

①1名以上②常勤1名

以上非常勤 1名以上 

③④及び⑥～⑬ 

①専ら居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任介

護支援専門員を 2名以上配置していること。 

②専ら居宅介護支援に当たる常勤の介護支援専門

員を 3名以上配置していること。 

③利用者に関する情報またはサービス提供に当た

って留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定

期的に開催すること。 

④24 時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて

利用者等の相談に対する体制を確保していること。 

⑤算定日が属する月の利用者総数のうち、要介護

状態区分が要介護３・４・５である者の占める割合が

40/100以上であること。 

⑥当該居宅介護支援事業所における介護支援専門

員に対し、計画的に研修を実施していること。 

⑦地域包括支援センターから支援が困難な事例を

紹介された場合においても、当該支援が困難な事

例に係る者に居宅介護支援を提供していること。 

⑧家族に対する介護等を日常的に行っている児童

や、障害者、生活困窮者、難病疾患者等、高齢者以

外の対象者への支援に関する知識等に関する事例

検討会、研修会等に参加していること。 

⑨居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算の

適用を受けていないこと。 

⑩利用者数が当該居宅介護支援事業所の介護支

援専門員一人当たり 45 名未満（居宅介護支援Ⅱ

を算定している場合は 50名未満）であること。 

⑪介護支援専門員実務研修における科目「ケアマ

ネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力また

は、協力体制を確保していること。 

⑫他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と

共同で事例検討会、研修会等を実施していること。 

⑬必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支

 

 

（Ⅰ）5，190円/月 

（Ⅱ）4，210円/月 

（Ⅲ）3，230円/月 

（Ａ）1，140円/月 



援サービス（インフォーマルサービス含む）が包括的

に提供されるような居宅サービス計画を作成してい

ること。 

特定事業所医療介護

連携加算 

①前々年度の 3月から前年度の 2月までの間にお

いて退院・退所加算の算定に係る病院等との連携

の回数（情報提供を受けた回数）の合計が 35 回以

上。 

②前々年度の 3月から前年度の 2月までの間にお

いてターミナルケアマネジメント加算を 5 回以上算

定。 

③特定事業所加算（Ⅰ）～（Ⅲ）を算定しているこ

と。 

 

1，250円/月 

通院時情報連携加算 ・医師の診察を受ける際に同席し医師当に心身の

状況や生活環境等の必要な情報提供を行い、医師

等から必要な情報提供を受けた上で居宅サービス

計画（ケアプラン）に記録した場合。 

500円/月 

入院時情報提供加算 ・入院日(入院以前含む)に介護支援専門員が入院

先医療機関に情報提供を行った場合（Ｉ） 

・入院した日の翌日又は翌々日に介護支援専門員

が入院先医療機関に情報提供を行った場合（Ⅱ） 

（Ⅰ）2,500円/月 

（Ⅱ）2,000円/月 

 

退院・退所加算 ・退院又は退所に当たって、病院等の職員と面談を

行い、利用者に関する必要な情報の提供を受けた

上で、居宅サービス計画を作成し、居宅サービス計

画し、居宅サービス計画等の利用に関する調整を

行った場合に居宅サービス等利用開始月に 3 回を

限度として算定。ただし、3 回を算定できるのは、そ

のうち 1回について、入院中の担当医との会議に参

加して、退院後の在宅での療養上必要な説明を受

けた上で居宅サービスを計画し、居宅サービスまた

は地域密着型サービスの調整を行った場合。 

・カンファレンス無 連携 1回 

             4，500円/回 

・カンファレンス 1回有 連携 2回 

             6，000円/回 

カンファレンス無 連携 2回 

             6，000円/回 

・カンファレンス 1回有 連携 2回 

             7，500円/回 

・カンファレンス 1回有 連携 3回 

             9,000円/回 

緊急時等居宅カンファ

レンス加算 

病院等の求めにより、当該病院等の医師又は看護

師等と共に利用者の居宅を訪問し、カンファレンス

を行い、必要に応じて当該利用者に必要な居宅サ

ービス又は地域密着型サービス利用に関する調整

を行った場合。 

 4，000円/月 

同一建物に居住する 指定居宅介護支援事業所の所在する建物と同一の

敷地内、隣接する敷地内の建物又は指定居宅介護
 所定単位数の 95％を算定 



利用者へのケアマネジ

メント 

支援事業所と同一の建物に居住する利用者。 

指定居宅介護支援事業所における 1 月あたりの利

用者が同一の建物に 20 人以上居住する建物に居

住する利用者 

 

ターミナルケアマネジ

メント加算 

在宅で死亡した利用者に対して、終末期の医療ケ

アの方針に関する該当利用者又はその家族の意向

を把握した上でその死亡日及び死亡日前 14 日以

内に 2 日以上、該当利用者又はその家族の状況等

を記録し、主治の医師及び居宅サービス計画に位

置付けた居宅サービス事業者に提供した場合に算

定。 

4，000円/月 

 

 

７ その他の費用 

  通常の事業の実施地域外の場合の交通費は別途金額を徴収することがあります。 

交通費 

（通常実施地域以外の場合のみ） 

・自動車を使用した場合 1㎞あたり 30円を乗じた額。 

・公共交通機関を使用した場合には実費 

 

 

 

８ 事故等緊急時の対応 

  事業所は、利用者に対して行う居宅介護支援の提供中に容態の急変・事故等が発生した場合は、速

やかに利用者のご家族等に報告し、必要な措置を講じます。 

 

 

９ 実習生の同行について 

  福祉人材育成の一助とし、学生の学びの一環である現場実習（同行指導）を行う際に、その必要性と

理解について、利用者等に丁寧に説明致します。後進育成にご協力をお願い致します。 

 

 

１０ 秘密の保持 

 ①事業所は、サービス提供する上で知り得た利用者及びその家族に関する秘密及び個人情報につい

ては、利用者又は第三者の生命、身体等に危険がある場合など正当な理由がある場合を除いて、契

約中及び契約終了後、第三者に漏らすことはありません。 

 ②あらかじめ別に定める文書により利用者及び家族の同意を得た場合は、前項の規定にかかわらず、

利用目的の範囲で個人情報を取得、使用及び第三者に提供できるものとします。 

 

 



１１ 苦情対応 

 相談窓口では当事業所の居宅介護支援に関するご相談・苦情および居宅サービス計画に基づいて提

供している各サービスについてのご相談・苦情を承ります。 

 別に下記の当事業所以外の市区町村等の相談・苦情窓口に苦情を伝えることができます。 

   窓    口 担   当 住   所 電  話 

ＪＡめぐみの介護サー

ビス郡上営業所 
此島 かおり 岐阜県郡上市八幡町小野 4丁目 6-18  （0575）65-4162 

郡上市役所 高齢福祉課 岐阜県郡上市八幡町島谷 228 （0575）67-1807 

岐阜県国民健康保険

団体連合会 

介護・障害課 

苦情相談窓口 
岐阜県岐阜市下奈良 2-2-1 （058）275-9826 

 本重要事項を証するため、利用者及び事業所は署名又は記名押印のうえ、本重要事項を 2通作成し、

それぞれ 1通ずつ保有します。 

当居宅介護支援事業所は、利用者に対する居宅サービス計画作成に当たり重要事項説明書に基づ

いて重要事項を説明しました。 

                         ＪＡめぐみの介護サービス郡上営業所  

           説明者  介護支援専門員                     

 

令和   年    月    日 

≪利用者≫ 

私は、本書面に基づいて重要事項の内容について説明を受け、その内容を理解し同意します。 

 

住所                                  

 

氏名                             

 

≪家族≫ 

私は、利用者の意思を確認した上、上記署名を代行しました。 

 

     住所                                 

 

     氏名                              利用者との関係                  

 

     ≪後見人≫ 

私は、利用者の意思を確認した上、上記署名を代行しました。 

 

     住所                                 

   

 氏名                                     利用者との関係                  


